
鳥取県西部広域行政管理組合測量等業務最低制限価格設定要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、組合が発注する測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係コ

ンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務（以下「測量等業務」とい

う。）に係る入札について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）

第１６７条の１０第２項の規定により最低制限価格を設けるに当たり、必要な事項を定めるも

のとする。 

（対象業務） 

第２条 最低制限価格は、組合が入札に付する測量等業務のうち、管理者が最低制限価格を設け

ることが必要と認めるものについて設けるものとする。 

（最低制限価格の算定方法） 

第３条 最低制限価格は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の区分に応じ、同表の①の欄から

④の欄まで（測量業務にあっては、同表の①の欄から③の欄まで）に掲げる経費の額に相当す

る額の合計額（１，０００円未満の端数は、切り捨てる。）に１００分の１１０を乗じて得た額

とする。ただし、最低制限価格を算定することが困難であると管理者が認めるときは、別に定

める方法により最低制限価格を算定することができる。 
 

 

２ 前項の規定により算定した最低制限価格の予定価格に対する割合が３分の２に満たず、又は

１０分の８．５を超える場合にあっては、当該業務の最低制限価格は、当該割合が３分の２に 

業種区分 ① ② ③ ④ 

測量業務 直接測量費 測量調査費 諸経費 

×４.８/１０ 

 

建築関係建設コン

サルタント業務 

直接人件費 特別経費 技術料等経費 

×６/１０ 

諸経費×６/１０ 

土木関係建設コン

サルタント業務⑴ 

直接人件費 直接経費 その他原価 

×９/１０ 

一般管理費等 

×４.８/１０ 

土木関係建設コン

サルタント業務⑵ 

直接人件費 直接経費 技術経費×６/１０ 諸経費×６/１０ 

 

地質調査業務 直接調査費 間接調査費 

×９/１０ 

解析等調査業務費 

×８/１０ 

諸経費 

×４.５/１０ 

補償関係コンサル

タント業務⑴ 

直接人件費 直接経費 その他原価 

×９/１０ 

一般管理費等 

×４.５/１０ 

補償関係コンサル

タント業務⑵ 

直接人件費 直接経費 技術経費×６/１０ 諸経費×６/１０ 

 
 
備考 

１ 業種区分の欄の土木関係建設コンサルタント業務⑴の項及び補償関係コンサルタント業務⑴

の項は、｢その他原価｣と｢一般管理費等｣を用いて積算する場合に適用する。 

２ 業種区分の欄の土木関係建設コンサルタント業務⑵の項及び補償関係コンサルタント業務⑵

の項は、｢技術経費｣と｢諸経費｣を用いて積算する場合に適用する。 

３ ２以上の業種区分に該当する業務の最低制限価格は、それぞれの業務に該当する業種区分に

応じて算定した額の合計額とする。 



満たないときは当該予定価格の３分の２に相当する額とし、当該割合が１０分の８．５を超え

るときは当該予定価格の１０分の８．５に相当する額とする。 

３ 前２項の規定により算定した最低制限価格は、当該業務に係る予定価格調書に記載するもの

とする。 

（入札に参加しようとする者への周知） 

第４条 管理者は、最低制限価格を設定する入札を執行しようとするときは、当該入札に係る入

札説明書に、次に掲げる事項を記載し、当該入札に参加しようとする者に周知するものとする。 

⑴ 最低制限価格が設定されている旨 

⑵ 最低制限価格を下回った価格をもって申込みをした入札者は、落札者となることができな

い旨 

（落札者の決定） 

第５条 入札の結果、最低制限価格を下回った価格での申込みがあったときには、入札執行者は、

当該入札者が当該入札者は落札者としない旨を宣言し、予定価格の制限の範囲内の価格で最低

制限価格以上の価格をもって申込みをした入札者のうち最低の価格をもって申込みをした入

札者を落札者とするものとする。 

附 則 

この要領は、平成２２年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行し、この要領による改正後の鳥取県西部広域行政管

理組合測量等業務最低制限価格設定要領の規定は、同日以後に公告する一般競争入札及び指名競

争入札について適用する。 

附 則  

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合測量等業務最低制限価格設定要領の規

定は、同日以後に公告する一般競争入札及び指名競争入札について適用し、同日前に公告した

一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。 

附 則  

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２９年４月１０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合測量等業務最低制限価格設定要領の規

定は、この要領施行の日以後に公告する一般競争入札及び指名競争入札について適用し、同日

前に公告した一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成３０年５月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この要領による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合測量等業務最低制限価格設定要領の規

定は、この要領施行の日以後に公告する一般競争入札及び指名競争入札について適用し、同日

前に公告した一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。 

   附 則 

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 


